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「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」改正案に関し、別紙のとおり意

見を提出します。 
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このたびは、「第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン」改正案（以下「本ガ

イドライン改正案」といいます。）に関し、意見提出の機会を設けて頂いたことにつきまして、御礼

申し上げます。 

以下のとおり弊社の意見を述べさせて頂きますので、宜しくお取り計らいの程、お願い申し上

げます。 

 

本ガイドライン改正案「第５ 事業者間協議における留意事項（５）接続料の精算方法 イ」にお

いて、「接続料の算定期間について適用年度の実績値を基に接続料の算定を行う場合は、暫定

的な支払額として、前年度適用接続料に替えて合理的な暫定値を用いる」と追加されております。

本規定は、適用年度の実績値を基に接続料の算定を行うことが確定したことを受けて、合理的

な暫定値を用いることができると解されます。 

一方実際には、当該暫定値は、適用年度の実績値を基にした接続料の算定を実施するという

見込みに基づき採用されます。この結果、当該暫定値が適用された後、適用年度の実績値を基

にした接続料算定の採用が確定する運用になるものと認識しております。 

 

以上 

別紙


